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資料・本文注釈

１ 生涯学習基本構想策定の経過

年 月 日 会 議 等 内 容

８月 31 日 第１回策定委員会

・委嘱状交付

・正副会長選任

・諮問

・基本構想策定について

９月 25 日 第２回策定委員会

・基本構想の基本的な考え方

について

・基本理念、基本目標につい

て

10 月 16 日 第１回正副会長会議
・基本的な考え方についての

まとめ

10 月 24 日 第３回策定委員会

・基本的な考え方についての

確認

・基本方針について

11 月 19 日 第４回策定委員会 ・基本構想(たたき台)の審議

12 月 10 日 第２回正副会長会議 ・基本構想(素素案)の検討

12 月 20 日 第５回策定委員会
・基本構想(素素案)の審議

・今後の予定について

１月 10 日 庁内関係課会議 ・庁内関係課から意見聴取

１月 15 日 第６回策定委員会 ・基本構想(素案)の審議と承認

１月 18 日 中間答申 ・基本構想(素案)を中間答申

２月８日～

２月 22 日

市民からの意見募集の

実施

広報うえだ２月１日号

に意見募集記事を掲

載。市ホームページ、

行政資料コーナー等に

基本構想(素案)を公表

・市民から意見を募る

３月 14 日 第７回策定委員会 ・基本構想(案)の審議と承認

３月 14 日 答申 ・基本構想(案)を答申

３月 2１日 生涯学習基本構想策定

平成 20 年

平成 19 年
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２ 諮問・答申

１９生涯第２４８号

平成１９年８月３１日

上田市生涯学習基本構想策定委員会長 様

上田市教育委員会

委員長 西 田 不 折

諮 問 書

上田市生涯学習基本構想策定委員会設置要綱第２条の規定により、下記事項

について諮問申し上げます。

記

上田市生涯学習基本構想について

平成２０年３月１４日

上田市教育委員会

委員長 西 田 不 折 様

上田市生涯学習基本構想策定委員会

会長 浦 芳 照

上田市生涯学習基本構想の策定について（答申）

平成１９年８月３１日付け１９生涯第２４８号で貴職から諮問された、上田

市生涯学習基本構想について、本策定委員会は、慎重に検討をしてまいりまし

た。その結果を別冊のとおり答申します。
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３ 生涯学習基本構想策定委員名簿 敬称略

氏 名 所 属

会 長 浦 芳照 八日町青少年育成会

副 会 長 安井 幸次 長野大学

小林 善幸 上田市社会教育委員

橋詰 昌義 上 田 市 公 民 館 運営審 議 会 連 絡 協議会

香山 裕 上田人権擁護委員協議会

中澤 武 上田市図書館協議会

金子 由紀子 上田市スポーツ振興審議会

西沢 義一 上田市自治会連合会

中村 美津子 真田地域健康推進委員会

中嶋 三津子 武石コミュニケーション 21

小山 渥子 上田市高齢者クラブ連合会

清水 聖子 上小ＰＴＡ連合会

倉嶋 照子 丸子文化協会

北沢 育夫 上田市校長会

市原 潤 上田市高等学校校長会

長田 真紀 上田女子短期大学

中澤 信敏 地域づくりネットワーク上小地区協議会

委 員

木口 博文 公募

４ 事務局名簿

教 育 次 長 小菅 清

生 涯 学 習 課 長 中島 裕明

文 化 振 興 課 長 伊藤 正巳

体 育 課 長 古平 実

中 央 公 民 館 長 浅野 之宏

丸 子 地 域 教 育 事 務 所

社 会 教 育 課 長
竹内 一徳

真 田 地 域 教 育 事 務 所 長 荒井 今朝信

武 石 地 域 教 育 事 務 所 長 児玉 都雄

生涯学 習課生 涯学 習係長 石井 淳

事 務 局

生 涯 学 習 課 生 涯 学 習 係 宮沢 理香
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５ 国の取り組みの経緯 【本文 P8】

昭和 56 年

1981 年

中央教育審議会が答申「生涯教育について」提出

生涯学習、生涯教育について以下を提示

生涯学習とは

○自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであり、必要に応じ、自

己に適した手段・方法は、これを自ら選んで生涯を通じて行うもの

生涯教育とは

○国民の一人ひとりが充実した人生を送ることを目指して生涯にわたって行

う学習を助けるために、教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基本

的な理念

昭和 62 年

1987 年

臨時教育審議会「教育改革に関する第三次答申」

生涯学習体系への移行等を提言

○時代の変化に対応した学習機会の整備

○自発的な学習活動が社会生活の中で活用される環境づくりを進める

○学習施設の一層の活性化を促すための民間施設を含め、教育・研究・文化・

スポーツ施設と地域社会との連携

○快適な空間やゆとりの時間を確保し、人々の多様な学習活動を支える生活

基盤の整備

昭和 63 年

1988 年

文部省（旧）に生涯学習局を設置

平成２年

1990 年

「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」制定

主な内容 都道府県教育委員会の事業

地域生涯学習振興基本構想の策定

生涯学習審議会の設置

中央教育審議会答申｢生涯学習の基盤整備について｣

生涯学習の基盤施備のための行政の役割として以下を提示

○学習情報の提供や学習相談体制の整備充実

○学習需要の把握と学習プログラムの研究・企画に関すること

○生涯学習施設相互の連携や関係機関との調整を図る

○都道府県による地域における生涯学習を推進するセンターの整備

生涯学習審議会の発足
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平成４年

1992 年

生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策につ

いて」

当面重点を置いて取り組むべき事項として以下を提示

○社会人を対象としたリカレント教育の推進

○人々の学習成果を生かしたボランティア活動の支援・推進

○時代の要請に即応した現代的課題に関する学習機会の充実

○利用しやすい生涯学習施設の整備充実

○青少年の学校外活動の充実及び青少年教育施設等の整備充実

平成８年

1996 年

生涯学習審議会答申「地域における生涯学習機会の充実方策について」

以下の各施設について充実方策を提言

○大学をはじめとする高等教育機関における社会人の受入れ促進や施設の開放

○小・中・高等学校 における地域社会の教育力の活用

○多様化・高度化する域住民のニーズに応える社会教育・文化・スポーツ施設

○学社融合の取り組みと子どもたちに配慮した社会教育施設の利用

○子供たちの健全椅子製のための地域ぐるみの活動

平成 10 年

1998 年

生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方に

ついて」

社会の変化に伴う人々の多様化・高度化している学習ニーズや生涯学習社会

の進展等新たな状況に対応した社会教育の展開として、支援方策を提言

○地域の特性に応じた住民参加の社会教育行政の展開

○生涯学習社会の構築に向けた社会教育行政の重要性

○総合的なネットワーク型行政の推進、学習支援サービスの多様化

○民間の諸活動との連携協力

○学校との連携

平成 11 年

1999 年

生涯学習審議会答申「学習の成果を幅広く生かすための方策について」

新しい社会の創造と生涯学習・その成果を生かすための方策として以下の点

を提言

○学習成果を個人のキャリア開発に生かす

○学習成果をボランティア活動に生かす

「生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ」 文部科学省アンケ

ート（平成 10 年度）の傾向

・生活体験が豊富な子どもほど、道徳観・正義感が充実

・お手伝いをする子どもほど、道徳観・正義感が充実

・自然体験が豊富な子どもほど、道徳観・正義感が充実

青少年の「生きる力」を育む地域社会の環境の充実方策として以下の点を提言

○地域の子どもたちの体験機会の拡大

○地域の子どもたちの遊び場の充実

○地域における子どもたちの体験活動などを支援する体制の構築
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○過度の学習塾通いをなくし子どもたちの「生きる力」をはぐくむなど

○学習機会の拡充と学習に対する支援の充実

○ボランティア活動の推進

○生涯学習による地域社会の活性化の推進 など

平成 12 年

2000 年

生涯学習審議会答申「新しい情報通信技術を活用した生涯学習の推進方策に

ついて」

生涯学習における情報化を進め、学習者がより主体的に学習することができ

る環境を整備するための様々な施策を提言

○情報リテラシーに関する学習機会や研修体制の整備

○生涯学習関連施設の情報化の推進

○大学等の公開講座を公民館等を通じて広く全国に提供するシステムの構築

など

平成 13 年

2001 年

中央教育審議会生涯学習分科会の発足

平成 14 年

2002 年

中央教育審議会答申「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について」

今なぜ｢奉仕活動・体験活動を推進する必要があるのか

奉仕活動・体験活動の必要性・意義を整理するとともに、奉仕活動・体験活

動の具体的な推進、社会的仕組みの整備、社会的気運の醸成等について提言

平成 15 年

2003 年

中央教育審議会答申｢新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計

画の在り方について｣

教育の課題と今後の教育の基本方向について提言

直面する危機の打破、新しい時代にふさわしい教育の実現のため、今後重視

すべき理念と取組むべき目標

○自己実現を目指す自律した人間の育成

○豊かな心と健やかなからだを供えた人間の形成

○｢知｣の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成

○社会の形成に主体的に参画する日本人の育成

○伝統・文化を基盤として国際社会を生きる日本人の育成

平成 16 年

2004 年

中央教育審議会生涯学習分科会審議経過報告 ｢今後の生涯学習の振興方策に

ついて｣

生涯学習を振興していくうえでの基本的な考え方

○｢個人の需要｣と｢社会要請｣のバランス

○生きがい・教養・人間的なつながりなどの「人間的価値」の追及と「職業

的知識・技術」の習得の調和

○伝統や技術を継承しつつ、それを生かした新たな｢創造｣をめざす

生涯学習を振興していくうえで重視すべき点

○国民全体の人間力の向上

○生涯学習における新しい｢公共｣の視点の重視

○人の成長段階ごとの政策の重点化
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○国民一人一人の学習ニーズを生かした、広い視野に立った多様な学習の展開等

○ＩＴの活用による時間的・空間的制約を越えた学習機会の提供や共有

平成 17 年

2005 年

中央教育審議会教育制度分科会部会まとめ｢地方分権時代における教育委員

会の在り方について｣抜粋

首長と教育委員会の権限分担の弾力化

○学校教育・社会教育に関する事務については、教育委員会が担当すべき

○文化財保護に関する事務については、地方自治体の判断により首長が担当

することを選択できるようにすることを検討すべき｡

○文化・スポーツ等に関する事務については、自治体の実情や行政分野の性

格に応じ自治体の判断により首長が担当することを選択できるようにする

ことを検討すべき

平成 18 年

2006 年

中央教育審議会中間まとめ｢青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を

促す方策について｣

時代を担う青少年が大人に成長する意欲を持つことが重要であり、青少年に

対して特別な配慮と支援を行い、その健全な成長を期する責務がある｡

○家庭で青少年の自立への意欲の基盤を培う

○生活の中で体験活動を根付かせ、試行錯誤や切磋琢磨を見守り支える

○社会のなかで自己実現が図れるよう地域の大人が導く

○一人一人に寄り添い、その成長を支援する

○情報メディアの急激な普及に伴う課題への大人の責任としての対応

12 月 22 日 新しい「教育基本法」の公布・施行

平成 19 年

2007 年

中央教育審議会中間報告｢新しい時代を切り開く生涯学習の振興方策につい

て｣

新しい教育基本法を受けて、更に必要な制度のあり方について論議

○｢学び｣の機会を総合的に提供・支援するシステムの構築

○個人の「学び直し」に対する支援

○学習成果が適切に生かされ評価される方策

○若年層・女性・団塊世代・高齢者に対する支援

○｢公共｣の課題に取組む社会教育の振興

○社会や地域ぐるみの家庭教育支援

○学習活動を支援する多様な人材が育つ仕組みの構築

○学校・家庭・地域の連携協力を促進するための方策

平成２０年

2008 年

中央教育審議会答申｢新しい時代を切り開く生涯学習の振興方策について｣

新しい時代に対応した自立した個人や地域社会の形成に向けた生涯学習振

興・社会教育の必要性・重要性

○国民一人ひとりの生涯を通じた学習の支援 ―国民の学ぶ意欲を支えるー

○社会全体の教育力の向上 ―学校・家庭・地域が連携する仕組みづくりー
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６ 長野県の生涯学習 【本文 P８】

（長野県教育委員会「平成１９年長野県の生涯学習」から抜粋）

生涯学習推進プロジェクト体系

長野県生涯学習基本構想：平成３年１０月７日

長野県生涯学習審議会答申：平成３年８月９日

Ⅰ 基本目標

「うるおいと生きがいを求めて」

Ⅱ 目標達成への基本的な考え方及び基本的方針

１ あらゆる教育（学習）機能の活性化

人々の多様な学習需要に応えられるように、社会のあらゆる教育（学習）機能

を活性化させることが必要なため、次の方策を講じる。

○家庭教育の振興 ○学校教育の充実 ○社会教育の充実 ○企業内教育の振興

○職業訓練、職業教育の充実 ○団体活動と民間教育事業の振興

２ 多様な学習活動活性化

自己の充実を図るための活動や地域活動など、人々の多様な学習活動を活性化

させることが必要なため、次の方策を講じる。

○健康づくりの促進 ○スポーツ活動の振興 ○芸術、文化活動の振興

○国際交流の促進 ○人権意識の高揚 ○ボランティア活動の振興

○生涯学習による地域づくりの促進

３ 生涯学習推進体制の整備

すべての人々が、学びたいことを、学びたい時に、自由に学べるように、学習環境

を総合的に整備していくことが必要なため、次の方策を講じる。

○学習情報提供体制の整備 ○学習相談活動の充実 ○指導者の充実

○生涯学習感染施設の整備充実 ○学習成果の評価と活用の場の確保

○生涯学習を総合的に推進する県的拠点の整備
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平成１９年度　生涯学習推進プロジェクト体系
（長野県生涯学習推進本部）

うるおいと生きがいのある人生と活力のある社会の実現
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み
な
講
師

　

（
指
導
者
の
充
実

）

4
多
様
な
施
設
で

　

（
生
涯
学
習
関
連
施
設
の
整
備
充
実

）

４
職
業
生
活
を
よ
り
豊
か
に

　

（
企
業
内
教
育
の
振
興

）

３
様
々
な
課
題
に
対
処
し
て

　

（
社
会
教
育
の
充
実

）

2
生
涯
に
わ
た
り
学
ぶ
力
を

　

（
学
校
教
育
の
充
実

）

１

た
く
ま
し
い
子
ど
も
た
ち

　

（
家
庭
教
育
の
振
興

）

4
日
常
感
覚
で
交
流

　

（
国
際
交
流
の
推
進

）

3
情
操
を
養
い

、
感
性
を
高
め
て

　

（
芸
術

、
文
化
活
動
の
振
興

）

2
ス
ポ
ー
ツ
の
あ
る
く
ら
し
を

　

（
ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
振
興

）

１
い
つ
ま
で
も
元
気
で

　

（
健
康
づ
く
り
の
促
進

）

5
お
互
い
に
認
め
合
い

　

（
人
権
意
識
の
高
揚

）

6
共
に
学
び

、
育
つ

　

（
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
の
振
興

）

7
あ
な
た
の
地
域
に
個
性
を

　

（
生
涯
学
習
に
よ
る
地
域
づ
く
り
の
促
進

）

6
学
習
の
目
的
に
応
じ
て

　

（
団
体
活
動
と
民
間
教
育
事
業
の
振
興

）

5
社
会
の
変
化
に
即
応
し
て

　

（
職
業
訓
練

、
職
業
教
育
の
充
実

）

７ 生涯学習都市宣言 【本文 P８】

わたくしたちの上田市では

自由画教育や上田自由大学がはじめられ

生涯にわたり

学習する気風が満ちています。

わたくしたちは

ふるさとの自然と文化を大切にして

一人ひとりの個性を尊重し

ともに学ぶ喜びを知り

だれもが豊かに生きる

｢生涯学習のまち うえだ｣

とすることを宣言します。

平成 12 年 12 月 18 日

議 決 宣 言
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８ 教育基本法 【本文 P９】

（文部科学省「新しい教育基本法について」パンフレットから抜粋）
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９ 本文注釈

● 夜
や

学校
が っ こ う

「蛍学寮
けいがくりょう

」 【本文 P12】

1879 年（明治 12 年）10 月、御所村（上田市）では、郷倉
ご う く ら

（江戸時代に年貢を保管した建

物）を会場にし、夜学校｢蛍学寮｣が開かれた。蛍学寮は、戸長（今の村長）が中心となり村で相

談し創立したもので、図書も備え付けられた。

夜学校とは、江戸時代に寺子屋で学ぶことができなかった者や、明治になっても学校へ通えな

かった若者たちに、学力と教養を身につけさせることが主な目的で始められたもので、明治 10

年代になると小県郡の村々で夜学が開かれるようになり、明治３０年前後に最も盛んになった。

● 上田自由大学（信濃自由大学） 【本文 P12】

※名称は信濃自由大学からのちに上田自由大学に改称

大正時代、文明評論家として活躍した土田杏村の指導を受け、神川村（上田市）の農村の青年

たちが、一般民衆が働きながら自由に大学レベルの教育を受ける教育機関として上田自由大学を

創立した。大学という名前ではあるが特定の建物はなく、第１学期は横町の神職合議所（伊勢宮

境内にあり、現在建物は現存しない）を借用し教室とした。

大学は農民にも受講しやすいよう農閑期に開催され、講義は哲学概論、文学論などの講義が行

われた。上田自由大学第１学期は 1921 年（大正１０年）１１月から翌年４月まで開催され、

1926 年（大正 15 年）３月の第５期で一旦終了するが、1928 年（昭和 3 年）３月に再興さ

れ、1930 年（昭和５年）第４回講座で終了した。

また、上田で始まった自由大学は飯田・松本などのほか県外にも設立されたが、昭和初期まで

に消滅した。

● 児童自由画運動 【本文 P12 】

大正時代、美術家山本鼎はフランス留学からの帰国時にモスクワで見た児童画に触発され、神

川村（上田市）の青年たちの協力を得て、児童自由画運動を始める。それまでの図画教育は、臨画
り ん が

教育と呼ばれる図画の教科書のお手本を模写する方法だったが、鼎は児童の個性を尊重し児童の

感じたままに絵を描く、児童自由画を提唱した。1919 年（大正８年）４月には第１回児童自

由画展覧会を神川小学校で開催し大成功をおさめ、やがて自由画教育は全国へ広がっていった。

● 土田
つ ち だ

杏
きょう

村
そ ん

【本文 P12 】

1891―1934（明治 24 年－昭和 9 年）新潟県出身

大正・昭和時代前期の哲学者。本名は茂（つとむ）。日本画家土田麦僊
ば く せ ん

の弟。

大正７年京都大学哲学科を卒業。翌年には『象徴の哲学』を刊行し、大正９年（1920 年）

個人雑誌『文化』を創刊した。1921 年（大正 10 年）には、神川村（上田市）の青年からの

依頼で哲学講習会の講師となったのがきっかけとなり、神川村の青年たちとともに上田自由大学

を創設した。

● 農民美術運動 【本文 P12】

大正時代、山本鼎が神川村（上田市）で始めた、冬期の農村（農閑期）の副業として素朴な生

活雑貨や木彫り人形を作り、都市へ向けて販売しようという運動。山本鼎がフランス留学からの
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帰国時モスクワで見た農民美術にヒントを得た。

1919 年（大正８年）に神川村で農民美術練習所が開所され、山本鼎ら講師の指導のもと、

木製製品のほか、刺繍製品などを制作した。翌年５月には、東京・三越デパートで農民美術の展

示即売会を開催し、製品はほとんど売り切れとなる盛況となった。1923 年（大正１２年）に

は、山本鼎を所長とし、日本農民美術研究所が開所され運動の拠点となった。

● 山
や ま

本
も と

鼎
かなえ

【本文 P 12】

1882－1946（明治 15 年－昭和 21 年）愛知県出身

大正時代に活躍した版画家、画家。代表作に木版画「漁夫」などがある。

1898 年（明治 31 年）から医師である鼎の父が神川村（上田市）に医院を開業しており、

鼎にとっては上田が第 2 の故郷となっていた。フランス留学の帰国途中にモスクワで見た児童

画と農民美術に触発され、神川村で村の青年たちの協力を得て、児童自由画運動と農民美術運動

をおこした。
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